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健全化判断比率及び資金不足比率

平成20年度決算に基づく砥部町の指標

健全化判断比率

  
砥部町  

健全化判断基準  
備 考  

早 期 健 全
化基準  

財 政 再 生
基準  

実質赤字比率  － ％  14.96％  20％  5 億 4,876 万円の黒字です。  

連結実質赤字比率  － ％  19.96％  40％  11 億 4,356 万円の黒字です。  

実質公債費比率  12.1％  25％  35％  前年度 13.3％（△1.2 ポイント）  

将来負担比率  11.5％  350％   前年度 32.6％（△21.1 ポイント）  

（注）「－％」は、該当がないことを表します。  
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● 普通会計は5億4,876万円の黒字、すべての会計を連結した
収支でも11億4,356万円の黒字となり、実質赤字と連結実
質赤字は「該当なし」となっている。

● 実質公債費比率は、12.1％で前年度（13.3％）と比較する
と△1.2ポイントとなっている。

実質公債費比率改善の要因は、地方債現在高が前年度から
9億4千万円減少したことによる。

● 将来負担比率は、11.5％で前年度（32.6％）と比較すると
△21.1ポイントと大きく減少した。

将来負担比率改善の要因は、地方債残高の減少に加え、充
当可能基金が3億5千万増加し、合計12億9千万円が将来負
担から減少したことによる。
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公営企業会計の経営健全化判断比率

● 公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計、水道企業会
計の実質赤字は、資金不足額で判断する。三つの会計すべ
てで剰余金がでているため、実質赤字は該当なし。
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県下の状況

　平成19年度決算のデータではあるが、県内市町の財政健全化判
断比率クロス表を示すと次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                              平成19年度砥部町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実質公債費比率13.3％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　将来負担比率32.6％

 

砥部町の場合、
実質公債費比率、
将来負担比率ともに
良好な状況が
うかがえる。
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会計ごとの実質収支と資金剰余金

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                  ・赤字決算となった会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・実質、連結赤字比率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は問題なし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

 平成20年度決算に基づく実質収支と資金余剰金

 一　　般　　会　　計 481,107

 とべの館特別会計 7,580

普通会計  とべ温泉特別会計 8,693

 梅野奨学資金特別会計 37

 奨学資金特別会計 3,180

 土地取得特別会計 108

 浄化槽特別会計 48,053

普通会計の計

 国保特会（事業勘定） 142,821

公営事業会計  国保特会（直営診療施設勘定） 2,929

 老人保健特別会計 0

 介護特会（保険事業勘定） 38,272

 介護特会（サービス事業勘定） 3,259

 後期高齢者医療特別会計 8,321

 農業集落排水特別会計 38

法任意適用

 公共下水道特別会計 1

法当然適用  水道事業会計 399,159

注）「△」の場合が、赤字または資金不足 合計

（単位：千円）

548,758

1,143,558

一般会計

特別会計

20
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度
実
質
収
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ち
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営
企
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質
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実
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続いて、実質公債費比率
と将来負担比率を見てみる。
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実質公債費比率の算出
● 実質公債費比率＝｛（Ａ+Ｂ）-（Ｃ＋Ｄ）｝／（Ｅ-Ｄ）

 Ａ ：地方債の元利償還金（繰上償還等を除く。） 
Ｂ ：地方債の元利償還金に準ずるもの 
Ｃ ：元利償還金等に充てられる特定財源 
Ｄ ：普通交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債

の元利償還金 
Ｅ ：標準財政規模 

 結果
18年度 13.63881
19年度 12.16308
20年度 10.60656
平　均 12.1

 （単位：千円）

A B C D 計

ア イ ウ

18年度 1,471,149 11,765 34,264 34,786 407,824 565,351 578,789

19年度 1,346,802 4,026 40,230 33,401 285,746 610,708 528,005

20年度 1,286,647 10,306 43,985 32,849 291,230 610,771 471,786

E D 計

18年度 4,809,043 565,351 4,243,692

19年度 4,951,754 610,708 4,341,046

20年度 5,058,828 610,771 4,448,057

分
子

分
母
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6ページ計算式の説明

分子

● Ａ＋Ｂ　元利償還金と準元利償還金の合計

● Ｃ＋Ｄ　元利償還に充てられた特定財源と交付税措置された地方債の合計

➔ 特定財源：起債した事業から得られる収入を地方債償還に充てる財源とすること。

➔ 交付税措置された地方債：地方債はその全額を町が負担するとは限らず、後年度
に交付税として国から補填されるものもある。

● （Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）　実質的な元利償還金

➔ 元利償還金と準元利償還金の合計から特定財源と交付税措置される地方債の合
計を控除することで実質的な元利償還金を算出。

分母

➔ 標準財政規模から交付税措置される地方債を控除した額を分母として割合を算
出。
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実質公債費比率　総括表③

● 6ページのＡ～Ｅを総括表③で見ると
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Ｂ：地方債の元利償還金に準ずるもの（準元利償還金）

● 満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金相当額

満期一括償還に充てる減債基金の該当なし。
● 公営企業地方債の償還の財源に充てられたと認められる繰入金

3②表より
● 一部事務組合等の地方債に充てられたと認められる補助金、負担金

一部事務組合等からの提出資料より
● 公債費に準ずる債務負担行為

債務負担行為の状況調べより

下水道特別会計に24億5千万（平成23年度まで）の債務負担行為があ
るが、一般会計等からの繰出金を充当しないため対象外となってい
る。

● 一時借入金の利子

該当なし
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準元利償還金
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準元利償還金

実際の繰出金と
は異なる繰出基
準額が準元利償
還金算入額を左
右する。
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Ａ：公債費と繰上償還

Ｃ：特定財源
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将来負担比率の算出
● 将来負担比率＝｛Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）｝／（Ｅ－Ｆ）

　

　結果

　　　　将来負担比率　11.5％

 Ａ ：将来負担額 
Ｂ ：充当可能な基金額 
Ｃ ：特定財源見込額 
Ｄ ：地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 
Ｅ ：標準財政規模 
Ｆ ：元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額 

  （単位：千円）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ア 7,496,778

イ 320,716

ウ 861,430

エ 277,950 ―

オ 857,894 2,646,798 487,365 6,166,987

カ 0

キ 0

ク 0

9,814,768 計

Ｅ Ｆ

5,058,828
―

610,771

9,301,150

分
子

分
母
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将来負担比率　総括表④　

● 13ページＡ～Ｆを総括表④で見ると

● 地方債現在高は、前年度より9億4千万円減少。

● 充当可能基金は、前年度より3億5千万円増加。
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Ａ：将来負担額

　ア　一般会計と土地取得特別会計の起債残額　74億9,677万8千円

　イ　債務負担行為に基づく支出予定額　3億2,071万6千円　4①表

リース資産は非該当。（地方債償還や転貸債とは性質が異なるため）

　ウ　一般会計等以外の地方債の元利償還に充てる一般会計等の負担見込額

起債残額　33億4,728万円、うち将来負担額　8億6,143万円　4②③表

　エ　加入する組合等の地方債の元利償還に充てる負担見込額

起債残額　29億8,593万8千円、うち将来負担額　2億7,795万円　4④表

　オ　退職手当支給予定額のうち、一般会計等の負担見込額

特別職を含む一般会計等の職員176人が退職した場合の退職手当は、14億6,309万
3千円必要となる。愛媛県市町総合事務組合に積み立てている6億519万9千円を控
除した8億5,789万4千円が将来負担額となる。　4⑤Ａ表

　カ　町が設立した法人の債務を負担している場合の一般会計等の負担見込額

該当法人は、砥部町土地開発公社、砥部町産業開発公社、㈱グリーンキーパーで
あるが、債務補償をしている団体はない。

　キ　連結実質赤字なし

　ク　組合等の連結実質赤字相当額のうち、一般会計等の負担見込額なし
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Ｂ：充当可能基金
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Ｃ：特定財源見込額



 18

Ｄ：基準財政需要額に算入される地方債
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